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阿賀野川水系河川整備計画（原案）について、

ご意見をお寄せ下さい。
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※いただきましたご意見は、阿賀野川水系河川整備計画策定目的以外に使用いたしません。

※河川整備計画とは、河川法の三つの目的である「治水」「利水」「河川環境の保全」が

総合的に達成できるよう、今後の川づくりについて具体的に示す計画であり、法律で定め

られたものです。

国土交通省 阿賀川河川事務所

すい けい

■阿賀野川水系河川整備計画（原案）及び説明資料は下記施設でご覧いただけます。

※関係資料は12月21日（金）までご覧いただけます。（各施設の開庁時間帯にご覧下さい）

国土交通省 北陸地方整備局
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関係機関名 閲覧場所 TEL 住所

阿賀川河川事務所

工務課 0242-26-6489 会津若松市表町2-70

北会津出張所 0242-56-2315 会津若松市北会津町三本松2982

塩川出張所 0241-27-2168 喜多方市塩川町字舘ノ内929

大川ダム管理支所 0242-92-2839 会津若松市大戸町大字大川字李平乙121

会津若松市役所

本庁舎 0242-39-1267 会津若松市東栄町3-46

湊市民センター 0242-93-2111 会津若松市湊町大字共和字西田面50

大戸市民センター 0242-92-2501 会津若松市大戸町上三寄香塩479

北市民センター 0242-22-1066 会津若松市髙野町大字上高野字村前28

南市民センター 0242-27-1780 会津若松市門田町大字中野字大道西13

一箕市民センター 0242-22-1788 会津若松市北滝沢２丁目5-6

東市民センター 0242-27-2045 会津若松市慶山１丁目1-53

北会津支所 0242-58-2211 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11

河東支所 0242-75-2111 会津若松市河東町郡山字休ミ石14

栄町第一庁舎 0242-39-1227 会津若松市栄町4-45

栄町第二庁舎 0242-39-1227 会津若松市栄町5-17

喜多方市役所
建設課 0241-24-5245 喜多方市字御清水東7244-2

塩川総合支所 0241-27-2113 喜多方市塩川町字岡ノ前２４１

会津坂下町役場 建設部建設班 0242-84-1506 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662

会津美里町役場

高田庁舎 0242-55-1172 大沼郡会津美里町字宮北3163

本郷庁舎建設課 0242-56-3895 大沼郡会津美里町字北川原41

新鶴庁舎 0242-78-2111 大沼郡会津美里町鶴野辺字広町740

下郷町役場 事業課建設班 0241-69-1177 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000

湯川村役場 産業建設課 0241-27-8850 河沼郡湯川村大字笈川字長瀞甲875-5

阿賀野川水系河川整備計画（原案）に対するご意
見等につきましては、縦覧場所に設置されたアン
ケート用紙または、ハガキでお寄せ下さい。

ホームページからも原案をご覧いただけます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/plan/index.html



計画の背景1

近年、河川をとりまく状況は大きく変化しています。河川には治水、利水の役割を担う

だけでなく、うるおいのある生活環境の場としての役割も期待されています。また、地域

の風土と文化の形成や、動植物の生息・生育・繁殖の場としての環境面など、多様な視点

からの個性を活かした川づくりが求められています。

こうした中で河川法の三つの目的、

1)洪水、高潮等による災害発生の防止

2)河川の適正利用と流水の正常な機能の維持

3)河川環境の整備と保全

が総合的に達成できるよう、河川法第16条に基づき、平成19年11月に「阿賀野川水系

河川整備基本方針」が策定されました。

「阿賀野川水系河川整備計画（大臣管理区間）」（以下、本計画）は、河川法第16条

の二に基づき、河川整備基本方針に沿って、今後30年程度で実施する河川工事の目的、

種類、場所等の具体的事項を示す法定計画です。

本計画は、阿賀川流域の自然、社会、歴史、文化を踏まえ、安全、安心が持続でき、豊

かな自然を次世代へ受け継ぎ、さらには流域の自然と人と社会が調和した活力ある地域を

創造する阿賀川の整備を目指すものです。

計画策定の流れ ～策定の経緯と今後の予定～2

河川整備基本方針

河川整備基本方針(案)の作成

社会資本整備審議会河川分科会

1. 河川の総合的な保全と利用

に関する基本方針

(1)流域及び河川の概要

(2)河川の総合的な保全と利用に関する

基本方針

2. 河川の整備の基本となるべき事項

(1)基本高水並びに河道及び洪水調節施設

への配分に関する事項

(2)主要な地点における計画高水流量

に関する事項

(3)主要な地点における計画高水位及び

計画横断形に係る川幅に関する事項

(4)主要な地点における流水の正常な機能

を維持するため必要な流量に関する

事項

阿賀野川水系河川整備基本方針決定
（H19.11）

阿 賀 野 川 水 系 河 川 整 備 計 画 策 定

河 川 整 備 計 画

意見
•パブリックコメント募集
（はがき、インターネットなど）

河川整備計画（案）作成

意見
阿賀野川水系流域懇談会
（学識経験者）

意見
阿賀野川水系流域懇談会
（学識経験者）

意見
• パブリックコメント募集

（はがき、インターネットなど）

河川法第１６条の二第４項

河川法第１６条の二第３項

県知事意見の聴取

河川法第１６条の二第５項

河川整備計画（骨子）作成

住民意見等の聴取

住民意見等の聴取

河川整備計画（原案）作成

現段階

計画対象区間

（福島県側）

計画対象区間

計画対象期間
本計画は、概ね３０年間を対象期間としています。

なお、本計画は現時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況等を

前提として策定したものであり、策定後のこれらの状況変化や新たな知見、技術の進捗

等により、必要に応じて適宜見直しを行います。

本計画は、阿賀野川水系の本川及び支川のうち、国土交通大臣管理区間を対象として

います。なお、この資料では福島県側について説明しています。
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国土交通大臣管理区間

河川名 延長
（km）

阿賀野川 34.6

阿賀川 31.6

早出川 4.6

日橋川 6.6

湯川 2.2

大川ダム 11.55

大臣管理区間計 91.15

3

計画対象区間

（新潟県側）

本資料の
説明範囲



阿賀野川水系河川整備計画（原案）は下図のような構成となっています。治水・利水・環境・維持管理の面から現状と課題を把握した上で、それぞれについて目標を掲げ、工事や

維持管理の具体的な実施内容と箇所を示します。

工事の実施に関する事項 維持管理に関する事項

【既存ストックの有効活用を図るための、効率的・効果的な維持管理の実施 】

•河川管理施設が本来の機能を発揮できるよう、施設の現状を的確に把握するとともに、状況に応じた改善を行い、「治水」、「利
水」、「環境」の目的を達成するために必要な維持管理水準を持続させるよう努めます。

整 備 計 画 目 標

【内水被害への対応】
•排水機場および排水ポンプ車等、既存施設の運用の効率化等を図るとともに、床上浸水等の被害を軽減します。

【阿賀川らしい河川環境の保全、及び良好な景観の保全・形成 】

•阿賀川と地域の人々との歴史的・文化的なつながりを踏まえ、河川景観や多様な動植物が生息・生育・繁殖する自然環境を次世代に

引き継ぎます。

•阿賀川らしい自然環境及び自然景観の保全、再生を行います。多自然川づくりの実施、魚類の移動の連続性を確保するよう検討する

とともに、特徴的な河川景観に配慮した整備を進め、景観の保全と活用を図ります。

【流水の正常な機能の維持】

•広域的かつ合理的な水利用の促進等、関係機関と連携し、流水の正常な機能を維持するため必要な流量として、宮古地点でかんがい

期に概ね3m3/s、非かんがい期に概ね7m3/sの確保に努めます。

•渇水等には、情報提供、情報伝達体制を整備し、水利使用者相互間の水融通の円滑化等を関係機関及び水利使用者等と連携して進め

ます。

【堤防の安全性確保】
•堤防の浸透に対する安全性の確保及び河岸侵食・河床洗掘による危険箇所の対策を実施し、堤防及び河岸の安全性向上を図ります。

【大規模地震等への対応】
•地震による損傷・沈下等機能低下のおそれのある河川管理施設について必要な対策工の進捗を図り、地震後の壊滅的な浸水被害を軽
減します。

【洪水を安全に流下させるための対応】

•過去の水害の発生状況、市街地の状況、これまでの堤防の整備状況等を総合的に勘案し、阿賀 野川水系河川整備基本方針で定めた目

標に向けて、上下流の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に整備を進め、 洪水に対する安全性の向上を図ります。

•上流部の阿賀川では、戦後最大相当規模の洪水（基準点山科で3,900m3/s）を流下させることが概ね可能になり、下流部の阿賀野川で

は、阿賀川及び只見川で安全に流下できる洪水と同じ規模の洪水(基準点馬下で11,200m3/s)を安全に流下させることが概ね可能になり

ます。

【減災への取り組み】
•防災情報の高度化・提供、洪水ハザードマップ作成の支援、水防活動支援等の対策を地域と連携して進めます。

【良好な水質の維持】

•環境基準を目標とし、引き続き継続的な水質モニタリングを実施し、関係機関との連携により良好な水質の維持に努めます。
○湯川等における水質改善

○流況等のモニタリング

○関係水利使用者との渇水

調整

○下流狭窄部改修（長井地区）

○弱小堤対策（堤防の整備）

○洗堰（湯川)の改築

○支川合流点処理

○河川の巡視・点検、調査

○河道の維持管理

○河川管理施設等の点検・

維持管理

○河川情報の収集・提供

○管理の高度化

○堤防の質的整備

○水衝部における対策

○河川防災拠点の整備

○危機管理体制の整備・強
化

○氾濫予測情報の提供と洪
水ハザードマップの見直
し・普及の支援

○水防活動への支援強化

○水質調査の継続実施等

○水質事故時の対応

○水質悪化の防止

○啓発活動

人と川とのふれあいの場の

整備

河川空間の保全と利用

水難事故の防止

地域と連携した河川空間の

適正な利活用

不法占用・不法行為等の防

止

環境モニタリング

外来種対策

環境教育の支援

河川愛護の啓発

樹木伐採木の無償提供

住民参加と地域との連携に

よる川づくり

工事による環境への影響の

軽減等

多自然川づくり

自然再生事業の推進

魚類の移動の連続性の確保

項 目

流
水
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用
及

び
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【地域との連携・協働による川づくりと河川管理の促進、および人と川とのふれあいの場の整備】

•地域住民や自治体、NPOなどと連携し、地域の文化・歴史と一帯となった川づくり、河川空間の利活用・河川環境保護活動を推進

し、住民参加型の河川管理を促進します。

•流域住民の生活基盤や歴史・文化・風土を形成してきた阿賀野川の恵みを生かしつつ、自然環境と調和を図りながら、自然とのふれ

あい、総合的な学習における環境教育ができる場として、人と川とのふれあいの場の整備を図ります。

阿賀野川水系河川整備計画（原案）の構成４



■洪水を安全に流下させる河道断面の確保

■浸透に対する堤防の安全性の確保

○堤防の整備状況や河床の変動等を踏まえた現況の河道と既存の洪水調節施設を評価した場合、河川整備基本方針

の計画高水流量（山科地点4,800m3/s）や河川整備計画で目標とする流量を安全に流下させるために十分な河道

断面となっていません。

○下流部の一部区間では、堤防の高さや幅が不足している弱小堤区間が存在しています。

 
堤防を通る浸透水 

地盤を通る浸透水 

砂質系（水を通しやすい地盤） 

堤体漏水 

裏のり崩れ 

基盤漏水 

弱体化している堤防で起こる現象

すいりゅうりょうけいかくこう

か ど う だ ん め ん

やましな

○阿賀川の堤防は、主に昭和初期に築造され、旧川跡に築造したものや盛土材に河床材料を利用したものがありま

す。このような箇所では、堤防や地盤を通る浸透水により、漏水や堤防本体の土砂流出、裏法面の崩れ等の現象が

発生します。これらの状態がさらに進行すると、堤防が持つ本来の機能を維持することができなくなり、破堤等の

重大災害につながる恐れがあります。

河道断面不足状況

堤防整備状況

※平成24年度末時点

既往洪水における堤防の被害

5 治水に関する現状と課題（その１）治水に関する現状と課題（その１）

法崩れの発生状況
（平成14年7月出水）

かしょう

きゅうせんあと

うらのりめん

じゃくしょうてい

○堤防の高さや幅が不足する区間において、堤防の整備を実施します。

■堤防の嵩上げ・拡幅による整備

■浸透に対する堤防の質的整備

○堤防を通る浸透水や地盤を通る基盤漏水による土砂流出や、堤防の裏法面が破壊を防ぐため、堤防の安全性を高

める整備を実施します。

堤防整備の方法

かさ あ かく ふく

計画堤防

現況堤防

高さ不足 幅不足 

治水対策の具体的実施内容（その１）治水対策の具体的実施内容（その１）６

■支川合流点処理（濁川）

○濁川との合流点付近では県管理区間の改修状況と調整しながら、河道掘削を行っていきます。

浸透対策工法の例

計画堤防断面

H.W.L

現況堤防

堤防嵩上げ

堤防拡幅

整備イメージ

■下流狭窄部の改修

狭窄部改修イメージ（長井地区）

○阿賀川直轄管理区間の最下流部は、川幅

が狭い狭窄部のため、洪水時の水位せき

上げが著しく、狭窄部の上流側では高い

水位が長く続くことにより、堤防決壊の

危険性が高まるとともに、支川や用水の

排水ができなくなることによる内水氾濫

が度々発生しています。

このため、狭窄部（長井地区）の改修により河道断面を拡幅し、

狭窄部上流の水位せき上げを低減させることで、堤防の安全性を

向上させるとともに、支川等の内水氾濫被害の軽減に努めます。

長井橋

泡の巻橋

阿賀川H.W.L

計画高水位

ドレーン工法

強化後の湿潤面

強化前の湿潤面

ドレーン工

提脚水路

計画高水位

ドレーン工法

強化後の湿潤面

強化前の湿潤面

ドレーン工

堤脚水路

計画高水位

ドレーン工法

強化後の湿潤面

強化前の湿潤面

ドレーン工

提脚水路

計画高水位

ドレーン工法

強化後の湿潤面

強化前の湿潤面

ドレーン工

堤脚水路

（透水層）

計画高水位

川表遮水工法

遮水壁（鋼矢板、地中連続壁等） （透水層）

計画高水位

川表遮水工法

遮水壁（鋼矢板、地中連続壁等） （透水層）

計画高水位

川表遮水工法

遮水壁（鋼矢板、地中連続壁等） （透水層）

計画高水位

川表遮水工法

遮水壁（鋼矢板、地中連続壁等）

計画高水位

断面拡大工法現況堤防

川裏腹付け（浸透対策）

計画断面

計画高水位

断面拡大工法現況堤防

川裏腹付け（浸透対策）

計画断面

計画高水位

断面拡大工法現況堤防

川裏腹付け（浸透対策）

計画断面

計画高水位

断面拡大工法現況堤防

川裏腹付け（浸透対策）

計画断面

※泡の巻、津尻地区は改修済み

きょう さく ぶ

ながい

ないすいはんらん

にごりかわ



■水衝部における対策

○河道掘削・整正、樹木伐採を行い、流向を制御することで堤防や護岸付近の河床洗掘や侵食を抑制します。

○モニタリング調査により、洗掘や侵食に対する堤防や護岸等の安全性が不足している箇所が確認された場合は、

環境事業や維持と連携を図りつつ、護岸の根継ぎ工、根固め工等の対策を実施します。

○洪水時の水位せき上げを解消するため、湯川洗堰

の改築を行います。合わせて、洗堰上流部の河道

掘削を行い、河道の断面を確保します。

■洗堰（湯川）の改築  

改築後イメージ

■治水上の支障となっている河川横断工作物
○阿賀川の支川湯川には、旧湯川への水量を確保するための湯川洗堰が設置されていますが、洪水時には洗堰付近で

水位のせき上げが発生しています。また、洗堰の上流側では、土砂の堆積が進行することで河道の断面が小さく

なっており、洪水時に堤防から越水する危険があります。

■水衝部における堤防等の安全性確保

○阿賀川は、日橋川合流点付近では河川が大きく蛇行し、蛇行部の外側では河

床が深く掘り下げられ、また、宮古橋より上流側では河床勾配が1/200以上

と急激に河川の勾配がきつくなり、河川の流れが速くなることで、河床の洗

掘や河岸の侵食を受けやすい状態となっています。

さらに、近年では河道内樹木の繁茂が著しく、洪水時には樹木群を迂回する

ような流れが発生しています。

迂回した流れが河岸の一部に集中することで、河床の洗掘や河岸の侵食が進

行し、堤防本体の基礎が流されることで、破堤につながる危険があります。

■樹木の管理

○河道の断面に悪影響を及ぼしている河道内樹木

群については、動植物の生息・生育環境等の河

川環境に配慮しつつ、伐採などの対策を実施し

ていきます。

す い し ょ う ぶ

洪水時の偏流発生状況 偏流による影響

流れを阻害する
樹木群

水衝部

昭和22年

16k 17k
18k

16k 17k
18k平成17年

樹木群
が発達

 

 

日橋川0.2kの樹木伐採の例

伐採前

伐採後

改築後洗堰

阿
賀
川

湯川

烏橋

5 治水に関する現状と課題（その２）治水に関する現状と課題（その２） 治水対策の具体的実施内容（その２）治水対策の具体的実施内容（その２）６

へんりゅう

あらいぜき

平成14年7月洪水時の状況

（流量91㎥/s）

洗堰

烏橋から下流を望む

河岸侵食の状況

樹林化の進行

偏流の
発生

洗掘の
進行

護岸基礎部分が流
出し、破堤の危険性
が生じる

23.8k

樹木群を大きく迂回す
る流れが発生

流れが集中し、水衝部となる

旧
湯
川

上流でせき上げ

偏流の発生

洗掘の
進行

樹木伐採

河道整正

根固工
護岸の根継ぎ

対策の
実施

対策前 対策後

ゆかわ

えっすい

にっぱしがわ だこう



■流水の正常な機能の維持
○流況等のモニタリング

○関係水利用者との渇水調整

■良好な水質の維持
○湯川等における水質改善

○水質調査の継続実施

○水質悪化の防止

○啓発活動

阿賀川渇水情報連絡会の開催状況

湯川等における水質改善

○湯川の水質改善を目指し、平成11年度より『水環

境整備事業』として、汚泥浚渫、浄化施設整備、阿

賀川からの浄化用水導入等を行ってきました。今後

は、住民・自治体・河川管理者が一体となった事業

展開を行なっていきます。
渇水時には・・・

○河川の水量・水質に関する情報を迅速に提供すると

ともに、「阿賀川渇水情報連絡会」による情報交換

や、利水者相互間の水融通を行うなどの適切な低水

管理及び円滑な水利用等の渇水調整を促し、関係機

関と連携した渇水被害の軽減に努めます。

宮古地点における流況の経年変化
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【方 針】 

   ①水質改善〈環境基準値 BOD

≦3ppm を達成する〉 

 ②流況改善〈動植物に優しく、表情

豊かな流れを創出する〉 

   ③河川区間の整備〈市民が安ら

げる水辺空間を形成する〉 
地元自治体

一般市民 

河川管理者  

湯川の水環境を考える市民の会

豊水流量：1 年を通じて 95 日はこれを下らない流量 

平水流量：1 年を通じて 185 日はこれを下らない流量 

低水流量：1 年を通じて 275 日はこれを下らない流量 

渇水流量：1 年を通じて 355 日はこれを下らない流量 

８ 利水に関する具体的実施内容利水に関する具体的実施内容
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水質事故発生件数
（昭和60年～平成23年）

新潟県

福島県

発電用水

96.3%

上水道

0.1% 農業用水

3.5%
工業用水

0.1%

阿賀野川における
使用目的別流量割合

■水利用の現状
○阿賀野川水系の水利用は、約8万haに及ぶか

んがい用水、会津若松市、新潟市等への上水

道用水、新潟東港臨海工業地帯への工業用水、

並びに豊富な水資源と有利な地形を利用した

発電用水として広く利用されています。

○阿賀川のかんがい用水は、会津地方のほか、

猪苗代湖を利用して郡山・須賀川方面（安積

疎水農業水利事業）や白河方面（国営隈戸川

農業水利事業）といった阿賀野川水系の流域

を越えた受益地にも導水されています。

■水質の現状
○阿賀川と日橋川では、清浄な水質が維持されています。

○湯川は会津若松市街地を流れる貴重な水辺のオープン

スペースですが、都市部の発展に伴う水質汚濁が進行

し、環境基準値を上回る傾向にあります。

馬越頭首工

７ 利水に関する現状と課題利水に関する現状と課題

■流水の現状（水量）

○阿賀川の宮古地点における過去39年間（昭和48年～平成23年）までの流況

は、平均渇水流量が8.84m3/s、平均平水流量が28.33m3/sとなっています。

阿賀野川水系河川整備基本方針では、正常流量は動植物の保護、景観や流

水の清潔の保持等を考慮して、宮古地点においてかんがい期に概ね3m3/s、

非かんがい期に概ね7m3/sと定めています。

○阿賀川では渇水が頻発しており、平成6年に発生した渇水では、瀬切れが生

じました。

河川名 地点名
流況（m3/s）

豊水 平水 低水 渇水 平均

阿賀川 宮 古 51.14 28.33 18.88 8.84 45.98

本郷大橋下流

渇水時の瀬切れの状況（平成6年）

阿賀川：宮古橋
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（2mg/L以下）

日橋川：南大橋
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湯川：新湯川橋
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環境基準:B類型（3mg/L以下）

■水質事故への対応
○阿賀川や阿賀野川では、保管状況の不備による廃油の

流出等の水質事故が発生しており、事故の種類によっ

ては上水道等の取水に影響を及ぼす恐れがあります。

水質（BOD75％値）の経年変化

いなわしろ

そすい

あさか

流況表（宮古地点）

くま ど

みや こ



項 目

流
水
の
適
正
な
利
用
及

び
正
常
な
機
能
の
維
持

洪
水
に
よ
る
災
害
防
止
又
は
軽
減

河
川
環
境
の
整
備
と
保
全

維
持
管
理

阿賀野川河川整備計画（原案）の構成４

流
水
の
適
正
な
利
用
及

び
正
常
な
機
能
の
維
持

■阿賀川らしい河川環境
○阿賀川は、元来、出水により砂州やみお筋が移動し、樹木や草本類が流出することで、礫河原を形成する河川

です。礫河原は細流や瀬、淵、ワンドを形成し、生物の貴重な生育環境となっています。

しかし、近年では河道内樹木の樹林化が著しくなり、礫河原が徐々に失われつつあります。

礫河原に生息するカワラハハコ

■特徴的な河川景観

○阿賀川は、多くの礫河原が形成され、阿賀川の景観の特徴となっています。

また、蛇行の多いみお筋は、多様な瀬と淵をつくり、遠景の山並みとの美しい

コントラストのある景観をつくりだしています。

さらに、上流部には大川ダム（若郷湖）や、大川沿いの渓谷で天下の奇勝と

よばれ、天然記念物となっている塔のへつりなどの景勝地があります。

■生物の生息・生育環境の連続性

○阿賀野川本川の大臣管理区間には、４つの河川横断工作物があり、全てに

魚道が整備されています。横断工作物の上下流で魚類の分布状況をみると、

生息している魚類相の変化は見られず、縦断的な生物の生息環境の連続性が

確保されています。

馬越頭首工■レクリエーション・親水施設

○阿賀川では高水敷の約60％が公園、緑地、

運動公園に利用され、河川敷を利用した様々

なイベントが開催されています。

○防災拠点の整備を検討している宮古橋付近

は、総合的な学習における環境教育等の水辺

活動も含めた地域交流ネットワークの拠点と

しても整備が期待されています。 河川敷を利用したイベントの開催

９ 環境に関する現状と課題環境に関する現状と課題

0%
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S22 S38 S41 S51 S61 H9 H11 H14 H15 H16 H17 H19

100％

80％

60％

40％

20％

0％
河原面積の減少

樹木面積の増加

河原 草地 樹木 人工裸地

湧水のあるワンド・細流に生息する陸封性イトヨ

河道内樹木の樹林化瀬と淵のある流れ

塔のへつり

下郷町HP

れきがわら

こうすいしき

魚道

りくふうせい

さいりゅう せ ふち

わかさとこ

まこしとうしゅこう

工事に関する事項 維持管理に関する事項

大規模地震、津波対応

○河川の巡視・点検、調査

○河道の維持管理

○河川管理施設等の点検・

維持管理

○河川情報の収集・提供

○管理の高度化

堤防の整備（弱小提対策、築堤

等）

河道掘削及び樹木伐採

横断工作物の改築

人と川とのふれあいの場の整備

水上ネットワークに関する整備

不法占用・不法行為等の

防止

環境モニタリング

外来種対策

環境教育の支援

河川愛護の啓発

樹木伐採木の無償提供

住民参加と地域との連携

による川づくり

工事による環境への影響の軽減

等

多自然川づくりの実施

自然再生事業の推進

魚類の移動の連続性の確保

景観に配慮した河川整備

大規模地震への対応

（河川管理施設の耐震対策）

良好な水質の維持・水質悪化の

防止や汚濁負荷削減の取り組み、

啓蒙活動等による水質の維持保全

流水の正常な機能の維持・関係

機関及び水利用者との調整によ

る水利用の適正な管理及び広域

的・合理的な水利用

流況等のモニタリング

渇水時の対応

危機管理体制の整備・

強化

氾濫予測情報の提供と

洪水ハザードマップの見

直し・普及の支援

水防活動への支援強化

内水対策

堤防の浸透対策
水衝部対策

1０ 環境対策の具体的内容環境対策の具体的内容

■工事による環境影響の軽減等

○堤防整備、河道掘削、樹木伐

採等の工事の実施にあたっては、

河川水辺の国勢調査等のモニタ

リング結果や環境アドバイザー

等の意見を踏まえつつ、阿賀川

が有している生物の生息・生

育・繁殖環境への影響を軽減す

るように努めます。

工事の進め方

■多自然川づくりの実施
○礫河原、瀬や淵、細流や湧水箇所など、阿賀川

らしい自然環境及び多様な河川景観を保全、創出

する多自然川づくりを行います。多自然川づくり

にあたっては、可能な限り河川の持つ復元力に配

慮した河川管理を行います。

■自然再生事業の推進
○阿賀川は、元来、出水等によりみお筋が移動し、

河道内の樹木や草本類が適度に攪乱されることで

広い礫河原を再生するなど、川自身が河道内の環

境を変化させるダイナミズムを有しており、それ

が阿賀川らしい特徴的な自然環境を創出していま

す。

○阿賀川らしさの象徴である礫河原や瀬・淵・ワン

ドの再生を目指すため、治水、維持管理と連携を

図りつつ事業を実施するとともに、望ましい阿賀

川の姿を目指して、順応的管理手法※により、治

水対策や維持管理対策と一体となって再生に努め

ます。

※順応的管理手法：計画時の未来予測の不確実性を考慮し、継

続的なモニタリング評価と検証によって、随時計画の見直し

や修正を行いながら管理していく手法。

■人と川とのふれあいの場の整備

○国道49号と阿賀川が交差する宮古橋の右岸側に

は、「人の駅、川の駅、道の駅」拠点整備の構想

があります。地元のニーズを把握しつつ、「かわ

まちづくり支援事業」により、地域を連携した整

備を進めています。 整備イメージ図

礫河原の再生状況（会津若松市上米塚地区）

カゴマットと捨石

（会津若松市高久地区）
木工沈床

 

高水敷が固定化 

比高差約 2.0m 

施工前施工前

施
工
後

施工後施工後

かくらん

防災ステーション(人の駅)

道の駅

水辺環境整備(川の駅）

国道49号(宮古橋)

じゅんのうてき

礫河原が再生

すていし

たかく

もっこうちんしょう

かみよねづか



■地域と連携・協働する河川管理

○住民参加と地域との連携による川づくり、河川管理を推進します。

■河川の維持管理

河川巡視の様子 堤防除草の状況 河川管理施設の点検

地域活動

「阿賀川・川の達人の会」
活動状況

【出典：阿賀川・川の達人の会HP】

住民参加の河川管理

ボランティアによる
美化運動

啓発 総合学習

住民 児童

啓発 総合学習

連携

市民団体

国 地域活動

「阿賀川・川の達人の会」
活動状況

【出典：阿賀川・川の達人の会HP】

住民参加の河川管理

ボランティアによる
美化運動

地域活動

「阿賀川・川の達人の会」
活動状況

【出典：阿賀川・川の達人の会HP】

住民参加の河川管理

ボランティアによる
美化運動

啓発 総合学習

住民 児童住民 児童

啓発 総合学習

連携

市民団体

国

総合学習の支援 市民団体による堤防除草

○洪水に備え、日常的な河川巡視、定期的な堤防除草、樋門等構造物の点検を実施していきます。
ひもん

■サイクル型維持管理の実施
○河川の状態変化の監視、状態の評価、評価結果に基づく改善を一連のサイクルとした「サイクル型維持管理」に

より効率的・効果的に実施します。

11 維持管理の基本的方針維持管理の基本的方針

河川管理施設について、施設の本来の機能が発揮されるように適切な維持管理を実施します。

サイクル型維持管理計画のイメージ

維持管理計画
・各河川の規模や特性に応じて
維持管理計画を作成

評価
【データから状態を評価】

監視
【データの取得とストック】

・河川巡視、施設点検、流量

観測、測量等

→河川カルテ（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化）

改善
【監視、評価に基づき改善】
・河道管理（樹木伐採 等）

・堤防、護岸管理（補修 等）

・施設管理（補修・更新等）

地域社会

協働実施
情報共有

■危機管理体制の整備・強化

情報提供システムのイメージ

○洪水や大規模な地震等が発生した時の被害を軽減するための、情報提供等の危機管理体制を整備・強化します。

また、洪水時や大規模災害時において、広域的な活動拠点となる防災拠点について、関係機関と連携しつつ整

備・活用していきます。

川の防災情報

サイクル型維持管理のイメージ

河川監視用ＣＣＴＶカメラ 防災活動拠点の整備と活用

排水ポンプ車

阿賀川

水防センター

備蓄土砂

災対車車庫駐車場 根固めブロック

水防用植樹車両交換所

建設機械活動場所


